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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、上記の全ての期間において、1株当たり中間(当

期)純損失が計上されているため記載しておりません。なお、第40期中、第41期及び第42期中については、

潜在株式が存在しますが、1株当たり中間（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。 

３．平成16年10月１日付けで、株式10株を１株にする株式併合を行っております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第40期中 第41期中 第42期中 第40期 第41期

会計期間

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (千円) 2,369,676 1,134,746 1,091,251 4,691,539 2,675,051

経常損失 (千円) 489,038 681,952 536,294 1,013,763 1,443,761

中間(当期)純損失 (千円) 1,443,307 2,987,857 468,013 1,956,893 3,789,678

純資産額 (千円) 1,499,591 △50,079 570,475 2,337,015 94,164

総資産額 (千円) 4,037,495 1,313,173 1,991,428 3,564,810 1,407,568

１株当たり純資産額 (円) 25.00 △0.32 20.24 16.72 4.22

１株当たり中間(当期)純
損失

(円) 26.79 19.85 20.35 29.25 223.54

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 37.1 △3.8 28.60 65.6 6.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △883,529 △939,529 △ 559,458 △1,487,561 △1,566,465

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 40,496 △251,302 73,307 △89,056 △236,698

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 829,145 759,361 1,060,035 1,893,513 1,560,730

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 189,761 89,075 851,996 520,545 278,111

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
165
(9)

114
(4)

88
(6)

128
(7)

102
(4)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、上記の全ての期間において、１株当たり中間(当

期)純損失が計上されているため記載しておりません。なお、第40期中、第41期及び第42期については、潜

在株式が存在しますが、１株当たり中間（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。 

３．平成16年10月１日付けで、株式10株を１株にする株式併合を行っております。 

  

回次 第40期中 第41期中 第42期中 第40期 第41期

会計期間

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (千円) 2,369,401 1,134,746 1,089,866 4,691,264 2,511,700

経常損失 (千円) 480,037 667,313 475,546 1,009,922 1,436,425

中間(当期)純損失 (千円) 1,440,413 2,973,367 426,869 1,953,524 3,774,852

資本金 (千円) 1,988,835 2,998,306 3,946,010 2,698,306 3,474,010

発行済株式総数 (株) 59,994,633 158,570,423 28,191,726 139,820,423 22,316,726

純資産額 (千円) 1,498,162 △36,542 625,492 2,336,061 108,380

総資産額 (千円) 4,026,745 1,281,300 1,742,364 3,563,857 1,317,210

１株当たり純資産額 (円) 24.98 △0.23 22.19 16.71 4.86

１株当たり中間(当期) 
純損失

(円) 26.73 19.75 18.56 29.20 222.67

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり 
中間(年間)配当額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 37.2 △2.9 35.9 65.5 8.2

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
165
(9)

111
(4)

75
(6)

128
(7)

99
(4)



２ 【事業の内容】 

事業の内容については、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 
(注) １ 議決権の所有割合の[ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。 

２ 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 当社及び連結子会社は、単一事業分野において営業を行っており、単一事業部門で組織されているため従業

員数は全社共通としております。 

３ 従業員数欄の(外書)は、臨時雇用者の当中間連結会計期間平均雇用人員であります。 

４ 従業員数が前連結会計年度末に比べ14名減少しましたのは、経営の合理化による希望退職者及び業績低下に

よる大幅な新規採用の抑制等によるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時雇用者の当中間会計期間平均雇用人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

名称 住所
資本金 
(百万円)

主要な事業内容
議決権の所有割合

(％)
関係内容

（連結子会社） 
BAU BIO INTERNATIONAL㈱

東京都港区 60 建築資材の輸入 34 
[33]

当社で使用する建
築資材の仕入・販
売をしておりま
す。 
役員の兼任１名

区分 従業員数(人)

全社共通 88 (6)

 合計 88 (6)

従業員数(人) 75 (6)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における住宅業界におきましては、景気の順調な回復の影響でマンションおよび

貸家の住宅着工は増加し、第一次取得者層をターゲットとした分譲住宅の着工も増加しており、総じて

堅調に推移しました。この中で注文住宅は、金利の先高観と住宅ローン減税の段階的縮小に伴う駆け込

み需要が一息つき、前年よりやや減少傾向であり、経営環境は厳しい状況でありました。 

 このような経営環境の中にあって、当社グループでは、横浜を中心とした首都圏市場において、人間

と自然の調和を目指す新しい考え方「バウビオロギー」を根底に、「人に優しい」を科学した自然素材

の住まい「バウビオホーム」の積極的な販売活動を展開するとともに、リフォーム事業においては顧客

に対するきめの細かいアフターサービスの提供と需要の掘り起こしに努めましたが、予想以上の販売競

争の激化と原価コストの高止まりに伴う価格競争力の低下に加え、低迷する株価の影響を大きく受けま

したため、売上高は1,091百万円と前年同期に比べ43百万円（3.8 ％）の減少を余儀なくされました。

また、経常損益につきましては、引き続きコストの削減に努め、人件費の削減等に取り組んだ結果、前

年同期に比べ145百万円改善したものの、536百万円の経常損失を計上いたしました。同様に、中間純損

失も468百万円と、前年同期に比べ2,519百万円、損失幅が減少いたしました。 

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純

損失の計上や仕入債務の減少などの要因があったものの、株式の発行による収入があったこと等によ

り、前中間連結会計期間末に比べて762百万円増加（前年同期は100百万円の減少）し、当中間連結会計

期間末には851百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)  

 営業活動の結果使用した資金は559百万円となりました。(前年同期は939百万円の資金の使用）これ

は主に、価格競争の激化などから税金等調整前中間純損失が477百万円（前年同期は2,982百万円の税金

等調整前中間純損失）計上されたこと及び仕入債務の減少額163百万円等があったことによるものであ

ります。  

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果得られた資金は73 百万円となりました。( 前年同期は251百万円の資金の使用）これ

は主に、子会社株式の売却による収入等であります。  

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

 財務活動の結果得られた資金は1,060百万円（前年同期比39.6%増）となりました。これは主に、当中

間連結会計期間末までに実施しました第三者割当増資及び新株予約権の行使等株式の発行による収入

893百万円と、短期借入金の純増額117百万円などを反映したものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 受注実績 

  

 
  

(2) 販売実績 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 受注実績は期中受注高を表示しております。 

３ 当社グループ(当社及び当社の関係会社)では生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」を記

載しておりません。 

  

区分

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

注文住宅事業 825,651 50.7 

分譲住宅事業 305,928 －

リフォーム事業 146,000 69.1 

その他の事業 15,415 －

計 1,292,994 70.3 

区分

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

注文住宅事業 827,318 101.2 

分譲住宅事業 165,315 487.5 

リフォーム事業 86,693 30.6 

その他の事業 11,923 －

計 1,091,251 96.2 



３ 【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題は、次のとおりであ

ります。 

 当社グループは、「競争に勝てるマーケットの選定と商品の開発」「原価の低減と固定費の削減」「マ

ーケット戦略の策定」「管理体制の再構築」の４つの構想をグループ全体における戦略として掲げ、新ブ

ランド「バウビオホーム」の積極的な営業活動をはじめ、各営業拠点の統廃合、全国工務店とのパートナ

ーシップ制度の拡大と設計事務所及びディベロッパー等との新たなネットワークの構築、東京本社による

集中コントロールと拠点への権限委譲などを積極的に進めてまいりました。 

 しかし、激しい受注獲得競争に伴う業績の悪化により、一層の資本増強を含む資金調達の必要性が生じ

ております。当社グループは強固な財務基盤の形成を目指し、財務体質の継続的な増強を推進する所存で

あります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていません。 

  

５ 【研究開発活動】 

特記事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

  前連結会計年度末において、計画中または実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

  

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
 (注) 平成17年11月25日開催の臨時株主総会における定款変更決議により、会社が発行する株式 

   の総数は56,840,000株増加し、112,760,000株に変更となっております。 

   

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 1. 中間会計期間末から提出日現在までの発行数の増加は、新株予約権の行使によるものであります。 

2. 「提出日現在発行数」には平成17年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使 

  により発行された株式数は含まれておりません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 55,920,000

計 55,920,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月26日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 28,191,726 30,191,726
㈱大阪証券取引所
市場第二部

―

計 28,191,726 30,191,726 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

①平成16年6月21日の定時株主総会決議 

 

   

②平成17年8月5日の取締役会決議 

中間会計期間末現在
(平成17年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日)

 新株予約権の数(個) 1,400 (注) 同左(注)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 140,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり245円 同左 

新株予約権の行使期間
自 平成18年7月1日
至 平成23年6月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  245    
資本組入額  123

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使時において
も、当社および子会社の取締
役、監査役、執行役員または
従業員その他これに準ずる地
位にあることを要する。ただ
し、任期満了による退任、定
年退職その他これに準ずる正
当な理由のある場合はこの限
りではない。 
②新株予約権の割当を受けた
者が死亡した場合は、相続人
がこれを行使できるものとす
る。 
③その他の条件については、
本株主総会決議に基づき、当
社と当社および子会社の対象
取締役、監査役および従業員
との間で締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところ
による。

                          
同左 
 
 
 
 
 
 
 
 

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する
ときは取締役会の承認を 
要するものとする

同左

 (注) 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

中間会計期間末現在
(平成17年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日)

 新株予約権の数(個) 1,600(注1) 1,400(注1)

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式    同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 16,000,000（注2） 14,000,000（注2）

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり160 (注3)    同左（注3）

新株予約権の行使期間
自 平成17年８月26日
至 平成20年８月26日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 161（注4）
  資本組入額  81

    同左（注4）

新株予約権の行使の条件
新株予約権の一部
行使はできないものとする

 
同左



 
  

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する
ときは取締役会の承認を 
要するものとする

 
同左 

（注） 1.新株予約権１個につき目的となる株式数は、10,000株であります。
       2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、か  
       かる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ  
      行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。 
           調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 
      又、吸収合併又は新設分割を行い本件新株予約権が承認される場合又は新設分割もしくは吸収分割を行う場合 
      は必要と認める株式数の調整を行うものとします。

 

3.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ず 
  る1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後払込金額＝調整前払込金額 ×
1

分割・併合の比率

    又、時価を下回る価額で新株を発行し又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を

     調整し、調整による１株未満の端数は切り上げるものとします。

    但し、算式中「既発行株式数」には当社が保有する自己株式の数は含まれません。

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数×１株あたりの払込金額

  調整後

＝

調整前

×

新規発行(処分)前の株価

  行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行(処分)株式数

        4.但し、3.に定める調整に服するものとします。



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 上記、大阪証券金融株式会社の所有株式は、証券取引法第156条の24第1項に規定する業務により所有する株式

であります。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成17年６月29日(注1)     ＿ 22,316    ＿ 3,474,010 △2,367,370     ＿

平成17年８月26日(注2) 1,875 24,191 150,000 3,624,010 150,000 150,000

平成17年４月１日～ 
平成17年９月30日(注3)

 4,000 28,191 322,000 3,946,010 322,000 472,000

 (注) 1.資本準備金の減少は欠損てん補によるものであります。

    2.第三者割当増資による増加であります。

     割当先は徳永 毅、発行価格は１株につき160円、資本組入額は80円であります。

    3.新株予約権の行使による増加であります。

     行使価格は１株につき160円、資本組入額は80円であります。

     なお、平成17年10月1日から平成17年11月30日までに新株予約権の権利行使により、発行済株式総数は

     2,000千株増加しております。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

村上 實 千葉県船橋市北本町２丁目33－３ 1,790 6.34

 立花証券株式会社  東京都中央区日本橋茅場町１丁目13－14 1,351 4.79

 アム投資事業組合３号  神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁目２－９－302 1,000 3.54

 アム投資事業組合４号  神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁目２－９－302 1,000 3.54

アム投資事業組合２号  神奈川県藤沢市片瀬海岸１丁目２－９－302 1,000 3.54

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４―６ 974 3.45

梶山 勝也 神奈川県藤沢市辻堂東海岸１丁目19―38 694 2.46

 江崎 善弘  東京都世田谷区千歳台６丁目17－９－202 631 2.23

小島 一元 大阪府八尾市山本町４丁目６―10 600 2.12

廣田証券株式会社 大阪府大阪市中央区北浜１丁目１－24 333 1.18

計 9,375 33.19



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社所有の自己株式であります。 

２ 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式40,500株(議決権405個)を株式数に含め

て表示しておりますが、議決権の数には含まずに表示しております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式 1,300

― ―

完全議決権株式(その他)
普 通 株 式
28,188,200

281,477 ―

単元未満株式 普通株式 2,226 ― ―

発行済株式総数 28,191,726 ― ―

総株主の議決権 ― 281,477 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社千年の杜

大阪市淀川区宮原 
一丁目16番43号

1,300 － 1,300 0.00

計 ― 1,300 － 1,300 0.00

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 248 218 194 194 262 234

最低(円) 208 172 160 167 176 164



３ 【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

(1) 新任役員 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数 
(千株)

就任年月日

代表取締役 副社長 菊地  一
昭和30年 
10月16日

昭和53年４月 株式会社三井銀行入行
昭和62年７月 株式会社菊地オリエン
       タルエンタプライゼス
       代表取締役（現任） 
平成17年11月 当社代表取締役 
       副社長(現任)

  － 平成17年11月25日

取締役 － 杉山 英治
昭和39年 
８月13日

昭和61年４月 有限会社杉山企画設立
平成元年６月 株式会社フォレスタク
       リエーション入社 
平成８年10月 株式会社新鮮組入社 
平成10年11月 株式会社フォーサイト
       ライン設立 代表取締
       役（現任）

  － 平成17年11月25日

取締役 － 小野  薫
昭和29年 
11月19日

昭和52年４月 三井生命保険相互会社
       入社 
昭和55年５月 株式会社ライフ入社 
平成２年12月 飛栄ファイナンスサー
       ビス株式会社入社 
平成７年５月 株式会社ジャパンサイ
       エンス入社 
平成13年１月 スターテクノロジー株
       式会社入社 
平成14年１月 株式会社神和テクノロ
       ジー設立 
平成14年５月 株式会社アルファリン
       グ入社 専務取締役 
       (現任）

  － 平成17年11月25日

取締役 － 大脇 高志
昭和42年 
５月21日

平成元年４月 東京メディックス株式
       会社入社 
平成４年４月 株式会社大志入社 
平成５年４月 株式会社日本技研入社
平成７年６月 同社取締役 
平成10年４月 株式会社ニューホライ
       ズンジャパン入社 
平成13年４月 エクスドリームエンタ
       テインメント株式会社
       取締役 
平成16年６月 エイヴィーエクシング
       ジャパン株式会社取締
       役 
平成16年10月 同社代表取締役(現任)
平成17年９月 株式会社スナッピーオ
       ークションズジャパン
       設立 代表取締役（現
       任）

  － 平成17年11月25日

取締役 － 須田 保彦
昭和32年 
１月６日

昭和55年４月 丸紅石油株式会社入社
平成元年８月 マリンシステムインタ
       ーナショナル株式会社
       代表取締役 
平成５年４月 木野興産株式会社入社
平成13年７月 昭和環境エンジニアリ
       ング株式会社代表取締
       役 
平成14年２月 昭和熱技研株式会社代
       表取締役 
平成17年１月 有限会社ブレーンネッ
       トワーク顧問（現任）

  － 平成17年11月25日

監査役 － 北  久浩
昭和38年 
５月15日

平成７年４月 弁護士登録
平成10年11月 北法律事務所設立  
       所長 （現任）

  － 平成17年11月25日

 (注) 1.取締役小野薫、大脇高志、須田保彦は、商法第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締役であります。



 
  

(2) 退任役員 

   該当事項はありません。 

  

(3) 役職の異動 

   該当事項はありません。 

  

  

    2.監査役北久浩は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に定め

     る社外監査役であります。



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設

省令第14号)に基づいて作成しております。 

  ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣

府令第５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しており

ます。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14

号)に基づいて作成しております。 

  ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令

第５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16

年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で）の中間連結財務諸表については、さくら崩和監査法人により中間監査を受け、また、当中間連結会計

期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成17年

４月１日から平成１７年９月30日まで）の中間財務諸表については監査法人ナカチにより中間監査を受け

ております。 

なお、当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

 前中間連結会計期間及び前中間会計期間    さくら萌和監査法人 

 当中間連結会計期間及び当中間会計期間    監査法人ナカチ 

  

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 89,075 851,996 278,111

   完成工事未収入金等 41,870 2,903 51,921

   販売用不動産
※１
※２

228,442 171,505 341,798

   未成工事支出金 ※１ 313,638 567,471 302,626

   その他のたな卸資産 ― 25,294 ―

   その他 58,451 37,352 53,135

   貸倒引当金 △837 △3,053 △1,336

  流動資産合計 730,640 55.6 1,653,469 83.0 1,026,257 72.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

   建物及び構築物 395,376 313,617 313,617

    減価償却累計額 148,378 246,997 148,759 164,857 114,126 199,490

   工具器具備品 154,264 135,309 132,821

    減価償却累計額 137,895 16,369 124,522 10,786 119,571 13,249

   土地 ※２ 102,000 ― ―

   建設仮勘定 7,686 ― ―

   その他 132 754 95

   有形固定資産合計 373,185 28.4 176,399 8.9 212,836 15.1

 ２ 無形固定資産

   ソフトウェア 2,596 1,707 1,994

   その他 5,735 5,735 5,735

   無形固定資産合計 8,331 0.7 7,442 0.4 7,729 0.6

 ３ 投資その他の資産

   投資有価証券 22,785 100,000 4,678

   差入保証金 46,026 35,990 39,840

   出資金 100,100 ― 101,100

   その他 74,445 79,009 72,124

   貸倒引当金 △42,341 △ 60,882 △56,998

   投資その他の資産 
   合計

201,015 15.3 154,116 7.7 160,745 11.4

  固定資産合計 582,533 44.4 337,958 17.0 381,310 27.1

  資産合計 1,313,173 100.0 1,991,428 100.0 1,407,568 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形・ 
   工事未払金等

440,319 319,280 482,588

   短期借入金 ※１ 90,000 150,000 33,000

   未払法人税等 11,733 18,263 31,612

   未成工事受入金 410,818 584,479 470,832

   預り金 37,771 32,864 35,752

   完成工事補償引当金 13,700 11,900 10,500

   その他 157,875 67,351 68,897

  流動負債合計 1,162,218 88.5 1,184,139 59.5 1,133,183 80.5

Ⅱ 固定負債

      社債 ― 16,000 16,000

   繰延税金負債 1,495 ― ―

   退職給付引当金 33,984 22,140 31,322

   預り保証金 125,782 75,917 91,743

      新株予約権 ― 16,000 ―

  固定負債合計 161,262 12.3 130,057 6.5 139,066 9.9

  負債合計 1,323,480 100.8 1,314,197 66.0 1,272,249 90.4

(少数株主持分)

  少数株主持分 39,772 3.0 106,755 5.4 41,154 2.9

(資本の部)

Ⅰ 資本金 2,998,306 228.3 3,946,010 198.1 3,474,010 246.8

Ⅱ 資本剰余金 1,894,474 144.3 472,000 23.7 2,367,370 168.2

Ⅲ 利益剰余金 △4,940,429 △376.2 △3,842,893 △193.0 △5,742,250 △408.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

2,179 0.2 ― △343 △0.0

Ⅴ 自己株式 △4,610 △0.4 △ 4,642 △0.2 △4,623 △0.3

  資本合計 △50,079 △3.8 570,475 28.6 94,164 6.7

  負債、少数株主持分 
  及び資本合計

1,313,173 100.0 1,991,428 100.0 1,407,568 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,134,746 100.0 1,091,251 100.0 2,675,051 100.0

Ⅱ 売上原価 1,031,054 90.9 974,175 89.3 2,497,927 93.4

  売上総利益 103,691 9.1 117,075 10.7 177,123 6.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 737,024 64.9 606,245 55.5 1,534,674 57.4

  営業損失 633,333 △55.8 489,169 △44.8 1,357,550 △50.8

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 263 185 512

   受取配当金 ― 1 ―

   その他 11,541 11,805 1.0 6,603 6,790 0.6 25,276 25,789 1.0

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 637 1,075 3,266

   社債発行費償却 ― ― 21,687

   新株発行費償却 26,072 46,946 45,603

   販売用不動産評価損 8,000 ― ―

   その他 25,714 60,424 5.3 5,893 53,915 4.9 41,443 112,000 4.2

  経常損失 681,952 △60.1 536,294
△49.1

1,443,761 △54.0

Ⅵ 特別利益

 子会社株式売却益 ― 3,454 ―

 過年度損益修正益 ※４ ― ― ― 55,099 58,553 5.3 ― ― ―

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 ※２ 10,794 ― 36,281

   現物出資損失 ※３ 2,289,664 2,300,459 202.7 ― ― 2,289,664 2,325,946 86.9

  税金等調整前 
  中間(当期)純損失

2,982,411 △262.8 477,740 △43.8 3,769,708 △140.9

  法人税、住民税 
  及び事業税

5,673 0.5 15,567 1.4 18,816 0.7

  少数株主利益又は少数 
  株主損失（△）

△227 △0.0 △25,293 △2.3 1,154 0.0

  中間(当期)純損失 2,987,857 △263.3 468,013
△42.9

3,789,678 △141.6



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,594,474 2,367,370 1,594,474

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 新株発行等による増 
   加

300,000 300,000 472,000 472,000 772,895 772,895

Ⅲ 資本剰余金減少高

 １ 欠損金填補のための 
   取崩高

― ― 2,367,370 2,367,370 ― ―

Ⅳ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高

1,894,474 472,000 2,367,370

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △1,952,571 △5,742,250 △1,952,571

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 資本剰余金取崩しに 
   よる増加額

― ― 2,367,370 2,367,370 ― ―

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 中間(当期)純損失 2,987,857 2,987,857 468,013 468,013 3,789,678 3,789,678

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高

△4,940,429 △3,842,893 △5,742,250



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

   税金等調整前 
   中間(当期)純損失

△2,982,411 △ 477,740 △ 3,769,708

   減価償却費 37,476 37,869 75,087

   長期前払費用償却額 5,287 2,147 ―

   貸倒引当金の増加額 
   又は減少額(△)

15,191 5,601 30,348

   退職給付引当金の増加額 
   又は減少額(△)

16,267 △ 9,181 13,605

   完成工事補償引当金の 
   増加額又は減少額(△)

△1,100 1,400 △ 4,300

   投資有価証券売却益 ― △ 18 △ 1,764

   子会社株式売却益 ― △ 3,454 ―

   新株発行費償却 ― 46,946 45,148

   社債発行費償却
＿

― 21,687

   販売用不動産評価損 8,000 ― 5,500

   固定資産除却損 7,669 ― 33,156

   現物出資に伴う損失 2,289,664 ― 2,289,664

   受取利息及び受取配当金 △263 △ 186 △ 512

   支払利息 637 1,075 3,266

   売上債権の増加額(△) 
   又は減少額

△26,095 40,197 △ 36,146

   たな卸資産の増加額(△) 
   又は減少額

△495,607 △ 119,845 △ 208,951

   仕入債務の増加額 
   又は減少額(△)

193,516 △ 163,307 △ 64,657

   未成工事受入金の増加額 
   又は減少額(△)

88,112 113,646 148,126

   その他 △89,080 △ 4,802 △ 132,116

    小計 △932,735 △ 529,653 △ 1,552,565

   利息及び配当金の受取額 263 186 512

   利息の支払額 △1,940 △ 1,075 △ 3,266

   法人税等の支払額 △5,116 △ 28,916 △ 11,147

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

△939,529 △ 559,458 △ 1,566,465



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   有価証券及び投資有価証券 
   の売却による収入

― 5,040 20,874

   投資有価証券の取得に 
   よる支出

― ― △ 5,022

   貸付金の回収による収入 ― 1,052 ―

   有形固定資産の取得に 
   よる支出

△161,259 △ 986 △ 161,447

   連結の範囲の変更を伴う子 
   会社株式の取得による収入

10,000 ― 10,000

   組合への出資による支出 △100,000 ― △ 101,000

   子会社株式の売却に 
   よる収入

― 64,350 ―

   その他 △42 3,850 △ 102

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△251,302 73,307 △ 236,698

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入金純増減額 129,382 117,000 33,000

   自己株式取得による支出 △21 △ 18 △ 34

   株式の発行による収入 600,000 893,053 1,153,451

   社債の発行による収入 ― ― 16,000

   新株予約権付社債の 
   発行による収入

― ― 328,312

   新株予約権の 
   発行による収入

― 20,000 ―

   少数株主への株式の 
   発行による収入

30,000 30,000 30,000

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

759,361 1,060,035 1,560,730

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増減額

△431,470 573,884 △ 242,433

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

520,545 278,111 520,545

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※ 89,075 851,996 278,111



継続企業の前提に関する注記 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 当社グループは、当中間連結会計

期間における住宅販売が新築及びリ

フォームとも不振が続き、売上高は

1,134,746千円と前中間連結会計期

間2,369,676千円に比べ大幅に減少

し、前連結会計年度882,190千円、

当中間連結会計期間633,333千円と

連続して重要な営業損失を計上いた

しました。それに伴い、営業活動に

よるキャッシュ・フローも前連結会

計年度1,487,561千円、当中間連結

会計期間939,529千円と連続して大

幅なマイナスとなり、恒常的な資金

不足に陥っております。また、平成

16年11月29日を払込期日とする５億

円の円建無担保転換社債型新株予約

権付社債の発行を計画いたしました

が、最終的な払込は３億５千万円に

とどまった結果、運転資金が不足し

営業債務の支払遅延及び借入金の返

済条項の不履行が懸念される状況に

なっております。さらに、余剰人員

の削減等の事業改革、不採算事業の

整理、現物出資による含み損の実現

等 を 行 っ た 結 果、中 間 純 損 失

2,987,857千円を計上し、現時点で

は50,O79千円の債務超過となってお

ります。当該状況により、継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在し

ております。 

 中間連結財務諸表提出会社である

当社は当該状況を解消すベく、平成

16年10月１日付で商号を「キーイン

グホーム株式会社」から「株式会社

千年の杜」へ変更することを契機に

して、従来からの固定観念に基づい

た営業手法からの脱却を目指し、顧

客の期待と要望に応じたきめの細か

い営業の展開とサービスの徹底に努

めて参ります。また、「顧客に価値

ある良い商品を安く提供する」をモ

ットーに原価率の低減に向けた仕入

れコストの削減に注力し、競争力の

ある商品の企画・開発に努めるとと

もに、消費者の目線に立った経営を

目指すために、思いきった組織改革

とリストラを断行し、公正な評価制

度の導入により従業員の士気を高

め、活力のある「儲かる営業体質」

に生まれ変わる所存であります。

 当社グループは、当中間連結会計

期間において第三者割当増資及び新

株予約権の行使により、資本金は

3,946,010千円、資本剰余金472,000

千円となり、大幅な資本増強を図り

ました。しかしながら主力の注文住

宅の受注低迷により、売上高は

1,091,251千円と前中間連結会計期

間1,134,746千円に比べ減少し、前

中間連結会計期間633,333千円、当

中間連結会計期間489,169千円と連

続して大幅な営業損失を計上いたし

ました。それに伴い、営業活動によ

るキャッシュ・フローも前中間連結

会計期間939,529千円、当中間連結

会計期間559,458千円と連続して大

幅なマイナスとなり、恒常的な資金

不足に陥っております。さらに、余

剰人員の削減等の事業改革、不採算

事業の整理を行った結果、中間純損

失は468,013千円となりました。こ

の結果、期末日現在の自己資本は

570,475千円となり、今後の経営計

画の達成状況及び追加資金調達の状

況によっては債務超過に陥る可能性

もあり、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。 

 当社グループは、大都市圏での受

注増加を図るため、各拠点の統廃合

を行い、横浜支店を中心とした首都

圏市場において、人間と自然の調和

を目指す新しい考え方「バウビオロ

ギー」を根底に、「人に優しい」を

科学した自然素材の住まい「バウビ

オホーム」の積極的な販売活動を展

開するとともに、この新ブランド

「バウビオホーム」を全国に普及す

べく全国の工務店とパートナーシッ

プ契約を結び、バウビオホームの原

材料の供給を行っていくための新会

社「BAU BIO INTERNATIONAL株式会

社」を平成17年4月に立ち上げまし

た。2年間に及ぶリストラもようや

く終結し、当初200名以上いた社員

と赤字拠点の整理統合を実施し、固

定費を大幅に削減することができま

した。

 

 当社グループでは、当連結会計年

度中、３度にわたり約15億円のファ

イナンスを行った結果、資本金は

3,474,010 千 円、資 本 剰 余 金 は

2,367,370千円となり、大幅な資本

増強を図りました。しかしながら主

力の注文住宅受注低迷により、売上

高は2,675,051千円と前連結会計年

度4,691,539千円に比べ大幅に減少

し、前連結会計年度882,190千円、

当連結会計年度1,357,550千円と連

続して大幅な営業損失を計上いたし

ました。それに伴い、営業活動によ

るキャッシュ・フローも前連結会計

年度1,487,561千円、当連結会計年

度1,566,465千円と連続して大幅な

マイナスとなり、恒常的な資金不足

に陥っております。さらに、余剰人

員の削減等の事業改革、不採算事業

の整理、現物出資による含み損の実

現等を行った結果、当期純損失は

3,789,678千円となり、利益剰余金

は5,742,250千円のマイナスとなり

ました。この結果、期末日現在の自

己資本は94,164千円となり、今後の

経営計画の達成状況及び資金調達の

状況によっては債務超過に陥る可能

性も有り、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。

 当社グループでは、大都市圏での

受注増加を図るため、各拠点の統廃

合を行い大阪本社と東京本社の２本

社体制を採用し、無添加住宅を市場

に本格投入すべく横浜と箕面に展示

場を新設オープンしました。また、

これまでのイメージを刷新すべく平

成16年10月１日付で、商号変更を

「キーイングホーム株式会社」から

「株式会社千年の杜」に変更いたし

ました。今後は、無添加住宅事業で

得られたノウハウを駆使し、さらに

原材料を自社で調達することにより

価格を低く抑えた、新たなブランド

「バウビオホーム」を本格展開して

まいります。さらにこの「バウビオ

ホーム」を全国に普及すべく全国の

工務店とパートナーシップ契約を結

び、バウビオホーム原材料の供給を

行っていくための新会社「BAU BIO 

INTERNATIONAL株式会社」を４月に



 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 営業面については、今後も引き続

きロングライフ商品・無添加住宅

「エターナル100」の販売の強化に

注力し、従来の純和風注文住宅に加

え価格競争力の強い「漆喰の家」を

新たに商品のラインアップに加えま

した。そして、営業力の強化に向け

て営業員の増強とスキルアップを図

り、積極的な販売活動を行うととも

に、さらなるリストラの断行とコス

ト意識に徹した経営を展開していく

所存であります。 

 財務面においては、現状の財政状

態の悪化に対処すベく、不足資金に

ついては借入金、社債発行もしくは

増資による追加資金調達の可能性に

ついても検討しております。 

 中間連結財務諸表は、追加資金調

達も含めた上記資金調達が実行さ

れ、かつ、無添加木造住宅事業が軌

道に乗るという前提のもと、継続企

業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を中間連

結財務諸表には反映しておりませ

ん。

 営業面については、従来の固定観

念に基づいた営業手法からの脱却を

目指し、全国工務店とのパートナー

シップ制度の拡大と設計事務所及び

ディベロッパー等との新たなネット

ワークの構築など、マーケットにこ

れまでにない多角的なアプローチで

商品とサービスの提供を行い、的確

なマーケティング手法で受注獲得に

努めてまいります。また、大学や病

院と連携したセミナーの開催など、

多角的なPR戦略により「バウビオホ

ーム」ブランドの浸透、拡大を図っ

てまいります。消費者の思考を経営

に反映させるために、思い切った組

織改革を断行し、活力のある「儲か

る営業体質」に生まれ変わる所存で

あります。 

 財務面につきましても、資本増強

を含む資金調達を実施することによ

り、自己資本の充実と財務体質の強

化を図り、経営の安定性を確保して

経営環境の急激な変化に対応いたす

所存であります。 

 中間連結財務諸表は、注文住宅事

業が軌道に乗り、経営計画が達成可

能という前提のもと、継続企業を前

提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を中間連結財務

諸表には反映しておりません。

 

立ち上げました。２年間に及ぶリス

トラもようやく終結し、当初200名

以上いた社員と赤字拠点の整理統合

を実施し、固定費を大幅に削減する

ことができました。

 次期以降につきましては、首都圏

の営業の基幹拠点として平成16年に

開設しました横浜支店もようやく軌

道にのり、売上を順調に伸ばすこと

ができると予想しております。

 さらにリストラの効果も期待でき

ますことから、黒字転換を目指す所

存でございます。

 連結財務諸表は、注文住宅事業が

軌道に乗り、経営計画が達成可能と

いう前提のもと、継続企業を前提と

して作成されており、このような重

要な疑義の影響を連結財務諸表には

反映しておりません。



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 連結の範囲に関する

事項

 子会社は全て連結しておりま

す。 

 連結子会社数………３社 

  キーイング・ホームテクノ㈱ 

  千年の杜建設㈱ 

  ㈱ベリーケイ 

 上記のうち、㈱ベリーケイにつ

いては、当中間連結会計期間にお

いて新たに出資したため、連結の

範囲に含めております。 

 なお、㈱シー・ディーコーポレ

ーションは、当中間連結会計期間

から千年の杜建設㈱へ社名を変更

しております。

 子会社は全て連結しておりま

す。

 連結子会社数………4社

  キーイング・ホームテクノ㈱

  千年の杜建設㈱

  ㈱ベリーケイ 

    BAU BIO INTERNATIONAL㈱

 上 記 の う ち、BAU  BIO 

INTERNATIONAL㈱については、当

中間連結会計期間において新たに

出資したため、連結の範囲に含め

ております。

 子会社は全て連結しておりま

す。

 連結子会社数………3社

  キーイング・ホームテクノ㈱

  千年の杜建設㈱

  ㈱ベリーケイ 

 上記のうち、㈱ベリーケイにつ

いては、当連結会計年度において

新たに出資したため、連結の範囲

に含めております。 

 なお、㈱シー・ディーコーポレ

ーションは、当連結会計年度から

千年の杜建設㈱へ社名を変更して

おります。

 

２ 持分法の適用に関す

る事項

持分法適用の非連結子会社 

 ……該当はありません。

  ______________________ 持分法適用の非連結子会社

 ……該当はありません。

３ 連結子会社の中間決

算日(決算日)等に関

する事項

 連結子会社のうち千年の杜建設

㈱の中間決算日は１月31日、㈱ベ

リーケイの中間決算日は12月31日

であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

って、これらの会社については、

中間連結決算日現在で実施した仮

決算に基づく中間財務諸表を使用

しております。

 すべての連結子会社の中間期の

末日は中間連結決算日と一致して

おります。

 提出会社の事業年度と同一であ

ります。

４ 会計処理基準に関す

る事項

 (1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法

イ 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの

   中間決算日の市場価格 

   等に基づく時価法 

   （評価差額は全部資本 

   直入法により処理し、 

    売却原価は移動平均 

   法により算定） 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法

イ 有価証券 

  ________________________

 

 

 

 

 

 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

   なお、投資事業有限責任  

  組合及びこれに類する組合 

  への出資（証券取引法第2条 

  第2項により有価証券とみな 

  されるもの）については、 

  組合契約に規定される決算 

  報告日に応じて入手可能な 

  最近の決算書を基礎とし、 

  持分相当額を純額で取り組 

  む方法によっております。

イ 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの

    決算日の市場価格 

    等に基づく時価法 

   （評価差額は全部資本 

    直入法により処理し、 

     売却原価は移動平均 

    法により算定） 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法

ロ たな卸資産

 販売用不動産及び未成工事支出

金

  個別法による原価法

 商品

  移動平均法による原価法

ロ たな卸資産

 販売用不動産及び未成工事支出

金

同左

 商品

同左

ロ たな卸資産

 販売用不動産及び未成工事支出

金

同左

 商品

同左

 (2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法

イ 有形固定資産

  定率法によっております。

  ただし、賃貸用建物及び平成

10年４月１日以降に取得した

建物(建物附属設備を除く。)

については、定額法によって

おります。

  主な資産の耐用年数は以下の

とおりであります。

  建物及び構築物４年～27年

イ 有形固定資産

同左

イ 有形固定資産

同左

ロ 無形固定資産

  自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法に

よっております。

ロ 無形固定資産

同左

ロ 無形固定資産

同左



  



項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 (3) 重要な繰延資産の処

理方法

 新株発行費については支出時に

全額費用として処理しておりま

す。

 新株発行費については支出時に

全額費用として処理しておりま

す。

 社債発行費及び新株発行費につ

いては支出時に全額費用として処

理しております。

 (4) 重要な引当金の計上

基準

イ 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。

イ 貸倒引当金

同左

イ 貸倒引当金

同左

ロ 完成工事補償引当金

  完成工事に係る瑕疵補償に備

えるため、過去の実績を基礎

に発生見込額を計上しており

ます。

ロ 完成工事補償引当金

同左

ロ 完成工事補償引当金

同左

ハ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。

ハ 退職給付引当金

同左

ハ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、計上して

おります。

 (5) 重要なリース取引の

処理方法

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

同左 同左

 (6) その他中間連結財務

諸表(連結財務諸表)

作成のための重要な

事項

イ 消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

イ 消費税等の会計処理

同左

イ 消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

  ただし、控除対象外消費税等

については発生年度の期間費

用として処理しております。

５  中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書(連

結キャッシュ・フロ

ー計算書)における資

金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。

同左 同左



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日)

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(固定資産の減損に係る会計基準)

 当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年8

月9日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第6号 平成15年10月31

日）を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

(中間連結貸借対照表関係) 

 「出資金」は、前中間連結会計期間においては、固定

資産の投資その他の資産の「その他」(100千円)に表示

しておりましたが、当中間連結会計期間において、資産

の総額の100分の５を超えたため区分掲記いたしまし

た。 

 「預り保証金」は、前中間連結会計期間においては、

固定負債の「その他」(161,958千円)に表示しておりま

したが、当中間連結会計期間において、資産の総額の

100分の５を超えたため区分掲記いたしました。

(中間連結貸借対照表) 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年６

月９日法律第97号）が平成16年12月1日に施行され、

「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協

会 会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付

けで改正されたことに伴い、当中間連結会計期間から投

資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(証

券取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも

の)を投資有価証券として表示する方法に変更し、前期

まで「出資金」に計上しておりました投資事業組合等へ

の出資金は、当期より「投資有価証券」に含めて表示し

ております。 

 なお、この変更により「出資金」は100,000千円減少

し、「投資有価証券」は同額増加しております。 

 また、前中間連結中間会計期間において独立掲記して

いた「出資金」（当中間連結会計期間は1,100千円）は

金額の重要性が乏しくなったため、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しております。

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１．  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．平成16年５月、提出会社は書

損処理をした手形用紙３枚を紛失

いたしました。当該手形について

は、平成16年12月21日付で大阪簡

易裁判所において公告催告の申立

を行っております。

１．  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．平成16年５月に紛失した手形

用紙３枚について、平成17年９月

13日付で大阪簡易裁判所において

除権判決が下されました。

１．「地方税法等の一部を改正す

る法律」（平成15年法律第9号）

が平成15年3月31日に公布され、

平成16年4月1日以後に開始する連

結会計年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当連結

会計年度から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書

上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年2月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理

費が12百万円増加し、営業損失、

経常損失及び税金等調整前当期純

損失が12百万円増加しておりま

す。 

 

２．平成16年5月、提出会社は書

損処理をした手形用紙3枚を紛失

いたしました。当該手形について

は、平成16年12月21日付で大阪簡

易裁判所において公示催告の申し

立てを行い、公示催告の期日は平

成17年９月13日と決定されまし

た。 



  

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日)

 

 

※１ 担保提供資産

販売用不動産 100,000千円

   上記担保設定の原因となった

債務

短期借入金 90,000千円

   

 
 
 

※１ 担保提供資産

販売用不動産 105,964千円

未成工事支出金 159,607千円

   計 265,571千円

   上記担保設定の原因となった

債務

短期借入金 150,000千円

※１ 担保提供資産

   販売用不動産 105,964千円

   上記担保設定の原因となった

債務

  短期借入金 33,000千円

※２  ___________________ ※２  ___________________ 

※２ 当連結会計年度において、土
地102,000千円について保有目的の
変更により、「土地」より「販売用
不動産」に振替えております。



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

給与手当 242,672千円

退職給付費用 24,070

広告宣伝費 57,180

減価償却費 36,718

出展費用 45,454

貸倒引当金 
繰入額

15,191

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

給与手当 149,604千円

退職給付費用 428

広告宣伝費 59,690

減価償却費 37,869

出展費用 37,630

貸倒引当金
繰入額

3,581

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

給与手当 440,684千円

退職給付費用 28,098

広告宣伝費 141,565

減価償却費 70,648

出展費用 80,010

貸倒引当金
繰入額

32,367

 

 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。

建物 7,586千円

解体費用 3,125

工具器具備品 82

計 10,794

※３ 現物出資損失の内訳は、次の

とおりであります。

建物 15,569千円

器具備品 221

土地 2,273,874

計 2,289,664

※２  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  

 

 

 

 

 

 

※３  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
     

 

 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。

建物 32,621千円

構築物 186

解体費用 3,125

工具器具備品 348

計 36,281

 
※３ 現物出資損失の内訳は、次の 
   とおりであります。

建物 15,569千円

器具備品 221

土地 2,273,874

計 2,289,664

※４  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

※４ 過年度損益修正益の内訳は、
   以下のとおりであります。

過年度工事原
価修正

45,147千円

過年度売上修
正

4,901

過年度販売費
及び一般管理
費修正    

 
5,050 

 
 

計 55,099

※４  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

現金及び 
預金勘定

89,075千円

現金及び 
現金同等物

89,075

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

現金及び
預金勘定

851,996千円

現金及び
現金同等物

851,996

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び
預金勘定

278,111千円

現金及び
現金同等物

278,111



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

工具器具 
備品

ソフト 
ウェア

合計

千円 千円 千円

取得価額 
相当額

20,266 47,676 67,942

減価償却 
累計額 
相当額

15,875 33,248 49,123

中間 
期末残高 
相当額

4,390 14,428 18,819

  

工具器具
備品

ソフト
ウェア

合計

千円 千円 千円

取得価額 
相当額

4,050 33,014 37,064

減価償却 
累計額 
相当額

3,712 28,120 31,833

中間 
期末残高 
相当額

337 4,893 5,230

 

工具器具
備品

ソフト 
ウェア

合計

千円 千円 千円

取得価額
相当額

20,266 47,676 67,942

減価償却
累計額 
相当額

17,901 38,016 55,917

期末残高
相当額

2,364 9,660 12,024

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 14,190千円

１年超 5,525

計 19,715

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額額

１年以内 5,525千円

１年超 －

計 5,525

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 10,775千円

１年超 1,892

計 12,667

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 7,327千円

減価償却費 
相当額

6,844千円

支払利息相当額 320千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 7,170千円

減価償却費
相当額

6,698千円

支払利息相当額 129千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 14,600千円

減価償却費
相当額

13,638千円

支払利息相当額 546千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

５ 利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について）
 リース資産に配分された減損損失
はありません。

５ 利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間) 

１． その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

  

(当中間連結会計期間) 

１． 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
  

(前連結会計年度) 

１． その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日現在) 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日現在) 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日現在) 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日)

取得原価
(千円)

中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

株式 19,110 22,785 3,675

合計 19,110 22,785 3,675

中間連結貸借対照表計上額（千円）

  その他有価証券
     投資事業組合出資金 100,000

前連結会計年度(平成17年３月31日)

取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

株式 5,022 4,678 343

合計 5,022 4,678 343



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

当社グループは、木造注文住宅の建築請負業を根幹として、その付帯業務を含めた住宅関連事

業を営んでおり、単一事業であることから事業の種類別セグメント情報の開示を省略しておりま

す。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社グループは、木造注文住宅の建築請負業を根幹として、その付帯業務を含めた住宅関連事

業を営んでおり、単一事業であることから事業の種類別セグメント情報の開示を省略しておりま

す。 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社グループは、木造注文住宅の建築請負業を根幹として、その付帯業務を含めた住宅関連事

業を営んでおり、単一事業であることから事業の種類別セグメント情報の開示を省略しておりま

す。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、開示を行っておりません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、開示を行っておりません。 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、開示を行っておりません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

当社グループは、海外に対する売上高がないことから、開示を行っておりません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社グループは、海外に対する売上高がないことから、開示を行っておりません。 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社グループは、海外に対する売上高がないことから、開示を行っておりません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

１ 平成16年11月12日に開催されました取締役会決議において、次のとおり2008年11月26日満期円建

無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しましたが、最終的な増資結果は下記(注)とな

りました。 

(取締役会決議内容) 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり純資産額 △0円32銭 １株当たり純資産額 20円24銭 １株当たり純資産額 4円22銭

１株当たり中間純損失 19円85銭 １株当たり中間純損失 20円35銭 １株当たり当期純損失 223円54銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失が計上されているた

め、記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり中間

純損失が計上されているため、記載

しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失が計上されているた

め記載しておりません。

 当社は、平成16年10月１日付けで

10株を１株にする株式併合を行って

おります。なお、当該株式併合が前

期首に行われたと仮定した場合の前

中間連結会計期間における１株当た

り情報については、以下のとおりと

なります。

 当社は、平成16年10月１日付けで

10株を１株にする株式併合を行って

おります。 

 前期首に当該株式併合が前期首に

行われたと仮定した場合における１

株当たり情報の各数値は、以下のと

おりであります。

 
１株当たり純資産額 △3円16銭

 
１株当たり純資産額 167円16銭

 
１株当たり中間純損失 198円48銭

 
１株当たり当期純損失 292円48銭

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

中間(当期)純損失(千円) 2,987,857 468,013 3,789,678

普通株主に帰属しない金額(千円) ― － －

普通株式に係る中間(当期)純損失
(千円)

2,987,857 468,013 3,789,678

期中平均株式数(千株) 150,534 22,995 16,952

 希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間(当期）
純利益金額の算定に含めなかった潜
在株式の概要

 
  ＿＿＿＿＿＿＿＿

新株予約権２種類(新
株予約権の数3,000個）
 なお、新株予約権２
種類の概要は「第４提
出会社の状況、１株式
等の状況、(2)新株予約
権等の状況」に記載の
とおりであります。

  ＿＿＿＿＿＿＿＿

１ 本社債の銘柄 株式会社千年の杜 

第３回円建無担保転換社債型新株予約権付社債

２ 発行総額 500,000,000円

３ 発行価額 本社債の額面総額の100％

４ 各本社債の額面金額 10,000,000円

５ 本社債の利率 本社債には利息を付さない。

６ 払込期日(発行日) 2004年11月29日(香港時間)



 
(1) 本予約権の目的となる株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社

普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下、当社

普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という)する数は、行使請求に係る

本社債の発行価額の総額を下記(4)に記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使

により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予

約権の行使により単元未満株式が発生する場合、商法に定める単元未満株式の買取請求

権が行使されたものとして現金により精算する。 

７ 償還期限 2008年11月26日(香港時間)

８ 各社債券の金額 金10,000,000円の１種

９ 本新株予約権の内容



(2) 発行する新株予約権の総数 

50個 

(3) 本新株予約権の発行価額 

無償とする 

(4) 本新株予約権の行使に際して払込むべき額 

① 本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とす

る。 

② 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株あたりの額(以下「転換価額」という)

は、当初156円とする。 

③ 転換価額の調整 

転換価額は、当社が本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る

発行価額又は処分価額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調

整される。なお、次の算式において「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(た

だし、普通株式に係る自己株式数を除く)をいう。 

調整後転換価額＝調整前転換価額×{[既発行株式数＋(新発行・処分株式数×１株当た

りの発行・処分価額)÷１株当たり時価]÷(既発行株式数＋新発行・処分株式数)} 

また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をも

って当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを

含む。)の発行等が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

④ 転換価額の修正 

転換価額は、転換前日(同日を含み終値のない取引日を除く。)の株式会社大阪証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の90％の金額(ただし、１円未満の端数は切

り上げ)が、その日までの転換価額を下回った場合、その低い金額に修正される。ただ

し、かかる算出の結果、50円未満となる場合には、修正後転換価額は50円とする。 

(5) 本新株予約権の発行価額を無償とする理由及びその行使に際して払込をなすべき額の算定

の理由 

新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲

渡はできず、新株予約権が行使されると代用払込により社債は消滅し、かつ社債が繰上

償還されると新株予約権は消却されるなど、社債と新株予約権が相互に密接に関連する

こと、並びに、本社債の利率、発行価額等その他の発行条件により当社が得ることがで

きる経済的な価値とを勘案した結果、その発行価額を無償とした。 

また、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は本社債の発行価額とし、当初転換

価額は、平成16年11月11日の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引

の終値173円に0.9を乗じた金額とし、計算の結果、１円未満の端数が生じたため、その

端数を切り上げ、156円とした。 

(6) 本新株予約権の行使請求期間 

2004年11月30日から2008年11月20日まで(いずれも香港時間) 



(7) その他本新株予約権の行使の条件 

当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後本新株予約権を行使すること

はできないものとする。また、一個の本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(8) 本社債の償還の方法並びに本新株予約権の消却事由及び消却の条件 

① 買入消却 

当社は、公開市場を通じまたはその他の方法により随時本社債を買入れ、これを消却す

ることができる。この場合、買入れにかかる本社債と一体をなす新株予約権も当然に無

償消却される。 

② 繰上償還 

当社が他の会社の完全子会社となる場合の繰上償還 

当社が株式交換または株式移転により他の会社の子会社となることを当社の株主総会で

決議した場合、当社は一定の条件の下、その選択により、当該株式交換または株式移転

の効力発生日に、本社債の全部(一部は不可)を本社債額面金額に対する下記の割合で表

される償還金額で繰上償還することができる。その場合、本社債と一体をなす新株予約

権も無償にて消却するものとする。 

2004年11月30日から2005年11月29日まで  103％ 

2005年11月30日から2006年11月29日まで  102％ 

2006年11月30日から2007年11月29日まで  101％ 

2007年11月30日から2008年11月26日まで  100％ 

③ 債務不履行による強制償還 

元本の支払遅延その他本社債の要項記載の一定の事由が生じた場合、本社債所持人は、

当社に対して、本社債の期限の利益喪失を通知することができる。同通知がなされた場

合、当社は、本社債の額面金額にて直ちに本社債を償還するものとし、本社債と一体を

なす新株予約権も無償にて消却するものとする。 

④ 満期償還 

2008年11月26日(償還期限)に本社債額面金額の100％を償還する。 

(9) 本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

転換価額(調整または修正された場合は調整または修正後の転換価額)から資本に組入れ

る額を減じた額とする。資本に組入れる額は、転換価額(ただし、上記(4)の③または④

によって調整または修正された場合は調整または修正後の転換価額)に0.5を乗じた金額

とし、計算の結果１円未満の端数が生ずる場合はその端数を切上げた額とする。 

(10) 本新株予約権の行使により発行した株式の配当起算日 

本新株予約権の行使により交付する株式に関する利益配当金または中間配当金(商法第

293条ノ５による金銭の分配)は、本新株予約権行使の効力発生日の属する配当計算期間

(現在３月31日及び９月30日に終了する各６ヵ月間の期間をいう。)の初めに本新株予約

権の行使の効力が発生したものとみなして、これを支払う。 



(11) 代用払込に関する事項 

商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号により、本新株予約権を行使したときは、本

社債の全額の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の

払込があったものとみなす。 

 
15 当該有価証券を上場しようとする場合における当該証券取引所の名称 

該当事項なし 

16 その他の事項 

① 応募額が発行総額に達しないときは、応募額をもって本社債の総額とする。 

② 上記を除き、本社債発行については代表取締役社長に一任する。 

③ 提出日現在の当社の資本の額及び発行済株式総数 

 
(注) 社債発行結果 

 
※取締役会決議内容と異なるところのみ記載しております。 

10 募集方法 特定海外投資家による個別買取引受けによる海外市場におけ

る私募

11 担保または保証 なし

12 引受人の概要

名称 Brave Hero Development Limited

本店所在地 Trustnet Chambers,P.0.Box 3444,Road 

Town,Tortla,British Virgin Islands

代表者の役職・氏名 Director :Chan Nga Yee

資本の額 １USドル

主な事業内容 投資業

当社との関係 該当ありません。

13 本新株予約権の譲渡 該当事項なし

14 本社債発行による手取資金の額及び使途

① 手取資金の額

発行総額 500,000,000円

発行諸費用概算額  70,000,000円

手取概算額 430,000,000円

② 手取資金の使途 運転資金に充当する。

資本の額 2,998,306,116円

発行済株式総数 15,857,042株

本報告書提出日現在の総株主の議決権個数 158,570個

発行価額(払込額) 350,000,000円

発行する新株予約権の総数 35個

本社債発行による手取資金の額及び使途

① 手取資金の額

発行総額 350,000,000円

発行諸費用概算額 50,000,000円

手取概算額 300,000,000円



２ 平成16年６月21日開催の第40回定時株主総会の決議に基づき、次のとおり株式併合を行っており

ます。 

(1) 平成16年10月１日をもって普通株式10株を１株に併合し、１単元の株式数を1,000株から100株

に変更しました。 

① 併合後の株式数 

普通株式 15,857,042株 

② 併合方法 

平成16年９月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を、10株

を１株に併合します。 

(2) 株券提出最終期日 

平成16年９月30日 

当該株式併合が前期首に行われたと仮定した場合の前中間連結会計期間及び前連結会計年度に

おける１株当たり情報並びに当期首に行われたと仮定した場合の当中間連結会計期間における１

株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。 

 
  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

１． 当社は、平成17年11月29日開催の取締役会により、株式会社ＨＷジャパンの株式を取得し、子

会社化することを決議しました。 

(1)目的 
 当社は老人介護事業ならびに介護従事者のサービス向上が求められている老人介護を請け負う
業界に向けた介護教育事業を展開することとし、同事業を、当社の連結子会社として株式会社Ｈ
Ｗジャパンが行う予定であり、そのための株式取得であります。 
 当社が、介護支援事業に参入することは、高齢化社会に向けて介護サービスの質の向上という
社会ニーズに応じたものであり、同事業の拡大が今後も見込めることによるものであります。ま
た、同事業に関連して、当社では、介護施設の建設工事等の受注も計画いたしております。 

 (2)株式取得の相手会社の概要 

 
 (3)買収する会社の概要 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産額
250.00円

１株当たり純資産額
△3.16円

１株当たり純資産額
167.16円

１株当たり中間純損失金額
△267.85円

１株当たり中間純損失金額
△198.48円

１株当たり当期純損失金額
△292.48円

潜在株式調整後１株当たり中間
純損失金額

―円

潜在株式調整後１株当たり中間
純損失金額

―円

潜在株式調整後１株当たり当期
純損失金額

―円

①商号 有限会社 カツ・プランニング

②代表者 須田 肇

③所在地 東京都江東区豊洲４丁目２番４号

④主な事業内容
パンの製造及び販売、飲食店の経営、介護施設及びホテル並
びに旅館の経営

①商号 株式会社 ＨＷジャパン

②代表者 大脇 高志

③所在地 東京都渋谷区東３丁目25番11号

④主な事業内容 在宅介護サービス、訪問介護サービス、施設介護サービスの提供 
加盟制度による在宅及び施設介護サービス 
介護事業者向け教育支援サービス

⑤株式取得の時期 平成17年12月中

⑥取得する株式 取得株式数    10,000株

取得価額   100,000千円

取得後の持分比率  100%



 
  

２． 当社は、平成17年12月15日開催の取締役会の決議により、株式会社ＦＧＦと業務提携契約を締

結いたしました。 

(1)業務提携の理由及び内容 
 株式会社ＦＧＦは、遊技場（ホール）経営企業に対する信用保証業務を行っております。当社
は、本提携により、株式会社ＦＧＦの展開する信用保証事業における「提携建築・内装・外装請
負工事会社」の位置付けを確保し、同社の全面協力のもと、ホールの内外装工事等の受注によ
り、リフォームを始めとする受注の拡大を図るものであります。 
 また、当該内装工事等の債務保証先である株式会社ＦＧＦは、ホール企業からの保証料収入に
応じて、当社に対しインセンティブを支払うものであります。 

   (2)契約締結時期      平成17年12月15日 

 
３． 当社グループの今後の事業展開を勘案し業績の向上を図るため、新規事業について、平成17年

12月15日開催の取締役会の決議により、下記のとおりMILLENNIUM INVESTMENT株式会社を設立する

ことにいたしました。 

 
  

４． 当社は、平成17年10月１日から平成17年12月21日までの間に新株予約権の行使を受けました。

その内容は以下のとおりであります。 

 
  

  

⑦その他 株式会社ＨＷジャパンに対して設備投資資金として、430,000千円
の貸付を実行いたしました。

(3)当該新規事業が営業活動 
  に及ぼす重要な影響

業務提携契約の締結に伴い株式会社ＦＧＦへ契約金100,000千円の
支払と100,000千円の貸付を実行いたしました。

(1)新規事業の内容 投資事業

(2)新規事業開始の時期 平成17年12月中を予定しております。

(1)増加した株式の種類及び数   普通株式  3,700,000株

(2)増加した資本金         297,850千円

(3)増加した資本準備金         297,850千円



前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１．当社は、平成17年４月７日をもって、BAU BIO INTERNATIONAL株式会社を設立いたしました。平成

17年６月29日現在の会社の概要は以下のとおりであります。 

 
  

２．当社は、株式会社無添加住宅より平成17年６月９日付け書面で代理店契約解除の通告を受けてお

ります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(2) 【その他】 

平成17年3月に、当社の業務縮小に伴い人員整理を行なった後、元当社従業員2名により解雇を不服と

して平成17年6月大阪地方裁判所に損害賠償請求の訴えが提起され、現在審理中であります。(当社に対

する損害賠償請求金額は122百万円であります） 

  

①事業内容 建築資材の販売並びに輸出入

②資本金 60,000千円

③発行済株式数 600千株

④議決権比率 34.2%

⑤所在地 東京都港区赤坂一丁目11番36号

⑥代表者 髙橋 誠



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   1 現金及び預金 56,027 801,917
233,775

   2 完成工事未収入金 41,870 ― 51,921

   3 販売用不動産 ※２ 228,442 65,541 235,834

   4 未成工事支出金 313,638 403,663 257,981

   5 短期貸付金 66,904 85,230 77,450

   6 その他 58,203 42,093 47,780

   7 貸倒引当金 △2,175 △3,053
△3,355

  流動資産合計 762,912 59.5 1,395,392 80.1 901,389 68.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

    (1)建物 ※１ 246,683 162,826 197,411

    (2)その他 ※１ 15,406 9,275 11,787

   有形固定資産合計 262,090 20.5 172,101 9.9 209,199 15.9

 ２ 無形固定資産 8,331 0.6 7,442 0.4 7,729 0.6

 ３ 投資その他の資産

    (1)投資有価証券 22,785 ― ―

    (2)関係会社株式 147,000 117,500 147,000

    (3)差入保証金 45,976 33,950 37,940

    (4)その他 74,545 76,860 70,951

    (5)貸倒引当金 △42,341 △60,882 △56,998

   投資その他の資産 
   合計

247,965 19.4 167,428 9.6 198,893 15.1

  固定資産合計 518,388 40.5 346,972 19.9 415,821 31.6

  資産合計 1,281,300 100.0 1,742,364 100.0 1,317,210 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   1 支払手形 228,142 126,537 156,313

   2 工事未払金 212,177 176,525 325,029

   3 短期借入金 ※２ 90,000 ― ―

   4 未払法人税等 11,628 13,383 24,892

   5 未成工事受入金 410,818 584,479 470,832

   6 預り金 36,714 30,838 33,668

   7 完成工事補償引 
        当金

13,700 11,900 10,500

   8 その他 153,398 59,149 64,527

  流動負債合計 1,156,580 90.3 1,002,814 57.6 1,085,763 82.4

Ⅱ 固定負債

   1 繰延税金負債 1,495 ― ―

   2 退職給付引当金 33,984 22,140 31,322

   3 預り保証金 125,782 75,917 91,743

   4 新株予約権 ― 16,000 ―

  固定負債合計 161,262 12.6 114,057 6.5 123,066 9.4

  負債合計 1,317,842 102.9 1,116,872 64.1 1,208,829 91.8

(資本の部)

Ⅰ 資本金 2,998,306 234.0 3,946,010 226.5 3,474,010 263.7

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,894,474 472,000 2,367,370

  資本剰余金合計 1,894,474 147.8 472,000 27.1 2,367,370 179.7

Ⅲ 利益剰余金

 １ 中間(当期)未処理 
   損失

4,926,891 3,787,876 5,728,376

  利益剰余金合計 △4,926,891 △384.5 △ 3,787,876
△217.4

△5,728,376 △434.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

2,179 0.2 ― ― ― ―

Ⅴ 自己株式 △4,610 △0.4 △ 4,642 △0.3 △4,623 △0.3

  資本合計 △36,542 △2.9 625,492 35.9 108,380 8.2

  負債・資本合計 1,281,300 100.0 1,742,364 100.0 1,317,210 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,134,746 100.0 1,089,866 100.0 2,511,700 100.0

Ⅱ 売上原価 1,031,054 90.9 980,550 90.0 2,393,161 95.3

   売上総利益 103,691 9.1 109,315 10.0 118,538 4.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 722,701 63.6 538,503 49.4 1,467,930 58.4

   営業損失 619,010 △54.5 429,188 △39.4 1,349,391 △53.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 11,500 1.0 6,481 0.6 23,167 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※２ 59,803 5.3 52,839 4.8 110,202 4.4

   経常損失 667,313 △58.8 475,546 △43.6 1,436,425 △57.2

Ⅵ 特別利益 ※３ ― ― 59,949 5.5 ― ―

Ⅶ 特別損失 ※４ 2,300,459 202.7 ― ― 2,325,830 92.6

   税引前中間(当期) 
   純損失

2,967,773 △261.5 415,596 △38.1 3,762,256 △149.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

5,594 0.5 11,272 1.0 12,596 0.5

   中間(当期)純損失 2,973,367 △262.0 426,869 △39.1 3,774,852 △150.3

   前期繰越損失 1,953,524 3,361,006 1,953,524

   中間(当期)未処理 
   損失

4,926,891 3,787,876 5,728,376



継続企業の前提に関する注記 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 当社は、当中間会計期間における

住宅販売が新築及びリフォームとも

不振が続き、売上高は1,134,746千

円と前中間会計期間2,369,401千円

に比べ大幅に減少し、前事業年度

875,603 千 円、当 中 間 会 計 期 間

619,010千円と連続して重要な営業

損失を計上いたしました。それに伴

い、営業活動によるキャッシュ・フ

ローも前事業年度1,479,072千円、

当中間会計期間919,723千円と連続

して大幅なマイナスとなり、恒常的

な資金不足に陥っております。ま

た、平成16年11月29日を払込期日と

する５億円の円建無担保転換社債型

新株予約権付社債の発行を計画いた

しましたが、最終的な払込は３億５

千万円にとどまった結果、運転資金

が不足し営業債務の支払遅延及び借

入金の返済条項の不履行が懸念され

る状況になっております。さらに、

余剰人員の削減等の事業改革、不採

算事業の整理、現物出資による含み

損の実現等を行った結果、中間純損

失2,973,367千円を計上し、現時点

では36,542千円の債務超過となって

おります。当該状況により、継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。 

 当社は当該状況を解消すベく、平

成16年10月１日付で商号を「キーイ

ングホーム株式会社」から「株式会

社千年の杜」へ変更することを契機

として、従来からの固定観念に基づ

いた営業手法からの脱却を目指し、

顧客の期待と要望に応じたきめの細

かい営業の展開とサービスの徹底に

努めて参ります。また、「顧客に価

値ある良い商品を安く提供する」を

モットーに原価率の低減に向けた仕

入れコストの削減に注力し、競争力

のある商品の企画・開発に努めると

ともに、消費者の目線に立った経営

を目指すために、思いきった組織改

革とリストラを断行し、公正な評価

制度の導入により従業員の士気を高

め、活力のある「儲かる営業体質」

に生まれ変わる所存であります。

 当社は、当中間会計期間において

第三者割当増資及び新株予約権の行

使により、資本金は3,946,010千

円、資本準備金472,000千円とな

り、大幅な資本増強を図りました。

しかしながら主力の注文住宅の受注

低迷により、売上高は1,089,866千

円と前中間会計期間1,134,746千円

に比べ減少し、前中間会計期間

619,010 千 円、当 中 間 会 計 期 間

429,188千円と連続して大幅な営業

損失を計上いたしました。それに伴

い、連結ベースの営業活動によるキ

ャッシュ・フローも連続して大幅な

マイナスとなり、恒常的な資金不足

に陥っております。さらに、余剰人

員の削減等の事業改革、不採算事業

の整理を行った結果、中間純損失は

426,869千円となりました。この結

果、期 末 日 現 在 の 自 己 資 本 は

625,492千円となり、今後の経営計

画の達成状況及び追加資金調達の状

況によっては債務超過に陥る可能性

もあり、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。 

 当社は、大都市圏での受注増加を

図るため、各拠点の統廃合を行い、

横浜支店を中心とした首都圏市場に

おいて、人間と自然の調和を目指す

新しい考え方「バウビオロギー」を

根底に、人に優しいを科学した自然

素材の住まい「バウビオホーム」の

積極的な販売活動を展開するととも

に、この新ブランド「バウビオホー

ム」を全国に普及すべく全国の工務

店とパートナーシップ契約を結び、

バウビオホームの原材料の供給を行

っていくための新会社「BAU BIO 

INTERNATIONAL株式会社」を平成17

年4月に立ち上げました。2年間に及

ぶリストラもようやく終結し、当初

200名以上いた社員と赤字拠点の整

理統合を実施し、固定費を大幅に削

減することができました。

 当社は、当事業年度中、３度にわ

たり約15億円のファイナンスを行っ

た結果、資本金は3,474,010千円、

資本準備金2,367,370千円となり、

大幅な資本増強を図りました。しか

しながら主力の注文住宅の受注低迷

により、売上高は2,511,700千円と

前事業年度4,691,264千円に比べ大

幅に減少し、前事業年度875,603千

円、当事業年度1,349,391千円と連

続して大幅な営業損失を計上いたし

ました。それに伴い、営業活動によ

るキャッシュ・フローも前事業年度

1,479,072 千 円、当 事 業 年 度

1,508,280千円と連続して大幅なマ

イナスとなり、恒常的な資金不足に

陥っております。さらに、余剰人員

の削減等の事業改革、不採算事業の

整理、現物出資による含み損の実現

等を行った結果、当期純損失は

3,774,852千円となり、当期未処理

損失は5,728,376千円となりまし

た。この結果、期末日現在の自己資

本は108,380千円となり、今後の経

営計画の達成状況及び追加資金調達

の状況によっては債務超過に陥る可

能性もあり、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。

 当社は、大都市圏での受注増加を

図るため、各拠点の統廃合を行い大

阪本社と東京本社の２本社体制を採

用し、無添加住宅を市場に本格投入

すべく横浜と箕面に展示場を新設オ

ープンしました。また、これまでの

イメージを刷新すべく平成16年10月

１日付で商号を「キーイングホーム

株式会社」から「株式会社千年の

杜」に変更いたしました。今後は無

添加住宅事業で得られたノウハウを

駆使し、さらに原材料を自社で調達

することにより価格を低く抑えた、

新たなブランド「バウビオホーム」

を本格展開してまいります。さら

に、この「バウビオホーム」を全国

に普及すべく全国の工務店とパート

ナーシップ契約を結び、バウビオホ

ームの原材料の供給を行っていくた

め の 新 会 社「BAU  BIO

INTERNATIONAL株式会社」を4月に立



 
  
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 営業面については、今後も引き続

きロングライフ商品・無添加住宅

「エターナル100」の販売の強化に

注力し、従来の純和風注文住宅に加

え価格競争力の強い「漆喰の家」を

新たに商品のラインアップに加えま

した。そして、営業力の強化に向け

て営業員の増強とスキルアップを図

り、積極的な販売活動を行うととも

に、さらなるリストラの断行とコス

ト意識に徹した経営を展開していく

所存であります。 

 財務面においては、現状の財政状

態の悪化に対処すベく、不足資金に

ついては借入金、社債発行もしくは

増資による追加資金調達の可能性に

ついても検討しております。 

 中間財務諸表は、追加資金調達も

含めた上記資金調達が実行され、か

つ、無添加木造住宅事業が軌道に乗

るという前提のもと、継続企業を前

提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を中間財務諸表

には反映しておりません。

 営業面については、従来の固定観

念に基づいた営業手法からの脱却を

目指し、全国工務店とのパートナー

シップ制度の拡大と設計事務所及び

ディベロッパー等との新たなネット

ワークの構築など、マーケットにこ

れまでにない多角的なアプローチで

商品とサービスの提供を行い、的確

なマーケティング手法で受注獲得に

努めてまいります。また、大学や病

院と連携したセミナーの開催など、

多角的なPR戦略により「バウビオホ

ーム」ブランドの浸透、拡大を図っ

てまいります。消費者の思考を経営

に反映させるために、思い切った組

織改革を断行し、活力のある「儲か

る営業体質」に生まれ変わる所存で

あります。 

 財務面につきましても、資本増強

を含む資金調達を実施することによ

り、自己資本の充実と財務体質の強

化を図り、経営の安定性を確保して

経営環境の急激な変化に対応いたす

所存であります。 

 中間財務諸表は、注文住宅事業が

軌道に乗り、経営計画が達成可能と

いう前提のもと、継続企業を前提と

して作成されており、このような重

要な疑義の影響を中間財務諸表には

反映しておりません。

ち上げました。２年間に及ぶリスト

ラもようやく終結し、当初200名以

上いた社員と赤字拠点の整理統合を

実施し、固定費を大幅に削減するこ

とができました。

 次期以降につきましては、首都圏

の営業の基幹拠点として平成16年に

開設しました横浜支店もようやく軌

道にのり、売上を順調に伸ばすこと

ができると予想しております。

 さらにリストラの効果も期待でき

ますことから、黒字転換を目指す所

存でございます。

 財務諸表は、注文住宅事業が軌道

にのり、経営計画が達成可能という

前提のもと、継続企業を前提として

作成されており、このような重要な

疑義の影響を財務諸表には反映して

おりません。



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 資産の評価基準及び

評価方法

(1) 有価証券

  子会社株式

   移動平均法による原価法

(1) 有価証券

  子会社株式

同左

(1) 有価証券

  子会社株式

同左

  その他有価証券 

   ①時価のあるもの   

   中間決算日の市場価格 

   等に基づく時価法 

   （評価差額は全部資本 

   直入法により処理し、 

   売却原価は移動平均 

   により算定） 

   ②時価のないもの 

   移動平均法による原価法

＿＿＿＿＿＿＿＿   その他有価証券 

   ①時価のあるもの   

   決算日の市場価格 

   等に基づく時価法 

   （評価差額は全部資本 

   直入法により処理し、 

    売却原価は移動平均 

   法により算定） 

   ②時価のないもの 

   移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

  販売用不動産及び未成工事支

出金

   個別法による原価法

  商品

   移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

  販売用不動産及び未成工事支

出金

同左

  商品

同左

(2) たな卸資産

  販売用不動産及び未成工事支

出金

同左

  商品

同左

２ 固定資産の減価償却

の方法

(1) 有形固定資産

  定率法によっております。

  ただし、賃貸用建物及び平成

10年４月１日以降に取得した

建物(建物附属設備を除く。)

については、定額法によって

おります。

  主な資産の耐用年数は以下の

とおりであります。

   建物  ４年～27年

(1) 有形固定資産

       同左

  

  

(1) 有形固定資産

       同左

  

  

  

(2) 無形固定資産

  自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法に

よっております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３ 繰延資産の処理方法 新株発行費については支出時に全

額費用として処理しております。

       同左 社債発行費及び新株発行費につい

ては支出時に全額費用として処理

しております。

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 完成工事補償引当金

  完成工事に係る瑕疵補償に備

えるため、過去の実績を基礎

に発生見込額を計上しており

ます。

(2) 完成工事補償引当金

同左

(2) 完成工事補償引当金

同左

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認めら

れる額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

同左

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき、計上しております。



項目
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

同左 同左

６ その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のた

めの基本となる重要

な事項

(1) 消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

  なお、仮受消費税等と仮払消

費税等は相殺のうえ、流動負

債の「その他」に含めており

ます。

(1) 消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

  ただし、控除対象外消費税等

については発生年度の期間費

用として処理しております。



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
  

表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

  

 
  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日)

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(固定資産の減損に係る会計基準)

 当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8月9

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第6号 平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

(貸借対照表) 

 前中間会計期間において、固定負債の「その他」に表

示しておりました「預り保証金」(161,958千円)は、当

中間会計期間において、資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記いたしました。

               ______________________ 

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 平成16年５月、当社は書損処理を

した手形用紙３枚を紛失いたしまし

た。当該手形については、平成16年

12月21日付で大阪簡易裁判所におい

て公告催告の申立を行っておりま

す。

 平成16年５月に紛失した手形用紙

３枚について、平成17年９月13日付

で、大阪簡易裁判所において除権判

決が下されました。

１．「地方税法等の一部を改正する

法律」（平成15年法律第9号）が平

成15年3月31日に公布され、平成16

年4月1日以後に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年2月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第

12号）に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が12百万円増加し、営業損失、経常

損失及び税引前当期純損失が12百万

円増加しております。 

 

２．平成16年5月に、当社は書損処

理をした手形用紙3枚を紛失いたし

ました。当該手形については、平成

16年12月21日付で大阪簡易裁判所に

おいて公示催告の申し立てを行い、

公示催告期日は、平成17年９月13日

と決定されました。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日)

当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末 
(平成17年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

288,255千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

270,008千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

233,719千円

 

※２ 担保提供資産

販売用不動産 100,000千円

   上記担保設定の原因となった

債務

短期借入金 90,000千円

※２  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

   

※２  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    

 ３  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  ３ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の

その他に含めて表示しており

ます。

 ３  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 263千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 185千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 512千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 637千円

新株発行費 
償却

26,071

販売用不動産 
評価損

8,000

※２ 営業外費用の主要項目

新株発行費償却 46,946千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 1,940千円

社債発行費
償却

21,687

新株発行費
償却

45,148

※３ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

   
   

 

※３ 特別利益の主要項目

過年度損益修正益 55,099千円

関係会社株式売却益 4,850

   

※３ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 
   

 

※４ 特別損失の主要項目

固定資産 
除却損

10,794千円

現物出資損失 2,289,664

 
 
※５ 減価償却実施額

有形固定資産 36,872千円

無形固定資産   603

※４ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    
   

 
 
 
 ※５ 減価償却実施額

有形固定資産 37,257千円

無形固定資産 286

 

※４ 特別損失の主要項目

固定資産除却損 36,165千円

現物出資損失 2,289,664

 

※５ 減価償却実施額

有形固定資産 69,717千円

無形固定資産 1,206



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、及び中

間期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

有形 
固定資産 
(その他)

無形 
固定資産 
(ソフト 
ウェア)

合計

千円 千円 千円

取得価額 
相当額

20,266 47,676 67,942

減価償却 
累計額 
相当額

15,875 33,248 49,123

中間 
期末残高 
相当額

4,390 14,428 18,819

  

有形
固定資産
(その他)

無形
固定資産
(ソフト 
ウェア)

合計

千円 千円 千円

取得価額 
相当額

4,050 33,014 37,064

減価償却 
累計額 
相当額

3,712 28,120 31,833

中間 
期末残高 
相当額

337 4,893 5,230

 

有形
固定資産
(その他)

無形 
固定資産 
(ソフト 
ウェア)

合計

千円 千円 千円

取得価額
相当額

20,266 47,676 67,942

減価償却
累計額 
相当額

17,901 38,016 55,917

期末残高
相当額

2,364 9,660 12,024

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 14,190千円

１年超 5,525

合計 19,715

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 5,525千円

１年超 －

合計 5,525

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 10,775千円

１年超 1,892

合計 12,667

 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 7,327千円

減価償却費 
相当額

6,844千円

支払利息相当額 320千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 7,170千円

減価償却費
相当額

6,698千円

支払利息相当額 129千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 14,600千円

減価償却費
相当額

13,638千円

支払利息相当額 546千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

５ 利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について）
 リース資産に配分された減損損失
はありません。

５ 利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日現在) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当中間会計期間末(平成17年９月30日現在) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

前事業年度末(平成17年３月31日現在) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１株当たり純資産額 △0円23銭 １株当たり純資産額 22円19銭 １株当たり純資産額 4円86銭

１株当たり中間純損失 19円75銭 １株当たり中間純損失 18円56銭 １株当たり当期純損失 222円67銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失であり、また潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり中間

純損失が計上されているため記載し

ておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失が計上されているた

め記載しておりません。

 当社は、平成16年10月１日付けで

10株を１株にする株式併合を行って

おります。 

 なお、当該株式併合が前期首に行

われたと仮定した場合の前中間会計

期間における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産   △2円30銭

 当社は、平成16年10月１日付けで

普通株式10株を１株にする株式併合

を行っております。 

 前期首に当該株式併合が行われた

と仮定した場合における前事業年度

における１株当たり情報の各数値は

以下のとおりであります。

１株当たり純資産   167円09銭

１株当たり中間純損失 197円52銭 １株当たり当期純損失 291円97銭

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

中間(当期)純損失(千円) 2,973,367 426,869 3,774,852

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純損失
(千円)

2,973,367 426,869 3,774,852

期中平均株式数(千株) 150,534 22,995 16,952

 希薄化効果を有しないため、潜在
株式調整後１株当たり中間(当期）
純利益金額の算定に含めなかった潜
在株式の概要

  
 
  ＿＿＿＿＿＿＿＿  
       

新株予約権２種類(新
株予約権の数3,000個) 
 なお、新株予約権２
種類の概要は「第４提
出会社の状況、１株式
等の状況、(2)新株予約
権等の状況」に記載の
とおりであります。

 
  ＿＿＿＿＿＿＿＿  
       



(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

１ 平成16年11月12日に開催されました取締役会決議において、次のとおり2008年11月26日満期円建

無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しましたが、最終的な増資結果は下記(注)とな

りました。 

(取締役会決議内容) 

 
(1) 本予約権の目的となる株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社

普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下、当社

普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という)する数は、行使請求に係る

本社債の発行価額の総額を下記(4)に記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使

により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予

約権の行使により単元未満株式が発生する場合、商法に定める単元未満株式の買取請求

権が行使されたものとして現金により精算する。 

(2) 発行する新株予約権の総数 

50個 

(3) 本新株予約権の発行価額 

無償とする 

(4) 本新株予約権の行使に際して払込むべき額 

① 本新株予約権１個の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とす

る。 

② 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株あたりの額(以下「転換価額」という)

は、当初156円とする。 

③ 転換価額の調整 

転換価額は、当社が本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る

発行価額又は処分価額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調

整される。なお、次の算式において「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(た

だし、普通株式に係る自己株式数を除く)をいう。 

調整後転換価額＝調整前転換価額×{[既発行株式数＋(新発行・処分株式数×１株当た

りの発行・処分価額)÷１株当たり時価]÷(既発行株式数＋新発行・処分株式数)} 

また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をも

って当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを

含む。)の発行等が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

１ 本社債の銘柄 株式会社千年の杜 

第３回円建無担保転換社債型新株予約権付社債

２ 発行総額 500,000,000円

３ 発行価額 本社債の額面総額の100％

４ 各本社債の額面金額 10,000,000円

５ 本社債の利率 本社債には利息を付さない。

６ 払込期日(発行日) 2004年11月29日(香港時間)

７ 償還期限 2008年11月26日(香港時間)

８ 各社債券の金額 金10,000,000円の１種

９ 本新株予約権の内容



④ 転換価額の修正 

転換価額は、転換前日(同日を含み終値のない取引日を除く。)の株式会社大阪証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の90％の金額(ただし、１円未満の端数は切

り上げ)が、その日までの転換価額を下回った場合、その低い金額に修正される。ただ

し、かかる算出の結果、50円未満となる場合には、修正後転換価額は50円とする。 

(5) 本新株予約権の発行価額を無償とする理由及びその行使に際して払込をなすべき額の算定

の理由 

新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲

渡はできず、新株予約権が行使されると代用払込により社債は消滅し、かつ社債が繰上

償還されると新株予約権は消却されるなど、社債と新株予約権が相互に密接に関連する

こと、並びに、本社債の利率、発行価額等その他の発行条件により当社が得ることがで

きる経済的な価値とを勘案した結果、その発行価額を無償とした。 

また、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は本社債の発行価額とし、当初転換

価額は、平成16年11月11日の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引

の終値173円に0.9を乗じた金額とし、計算の結果、１円未満の端数が生じたため、その

端数を切り上げ、156円とした。 

(6) 本新株予約権の行使請求期間 

2004年11月30日から2008年11月20日まで(いずれも香港時間) 

(7) その他本新株予約権の行使の条件 

当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後本新株予約権を行使すること

はできないものとする。また、一個の本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(8) 本社債の償還の方法並びに本新株予約権の消却事由及び消却の条件 

① 買入消却 

当社は、公開市場を通じまたはその他の方法により随時本社債を買入れ、これを消却す

ることができる。この場合、買入れにかかる本社債と一体をなす新株予約権も当然に無

償消却される。 

② 繰上償還 

当社が他の会社の完全子会社となる場合の繰上償還 

当社が株式交換または株式移転により他の会社の子会社となることを当社の株主総会で

決議した場合、当社は一定の条件の下、その選択により、当該株式交換または株式移転

の効力発生日に、本社債の全部(一部は不可)を本社債額面金額に対する下記の割合で表

される償還金額で繰上償還することができる。その場合、本社債と一体をなす新株予約

権も無償にて消却するものとする。 

2004年11月30日から2005年11月29日まで  103％ 

2005年11月30日から2006年11月29日まで  102％ 

2006年11月30日から2007年11月29日まで  101％ 

2007年11月30日から2008年11月26日まで  100％ 



③ 債務不履行による強制償還 

元本の支払遅延その他本社債の要項記載の一定の事由が生じた場合、本社債所持人は、

当社に対して、本社債の期限の利益喪失を通知することができる。同通知がなされた場

合、当社は、本社債の額面金額にて直ちに本社債を償還するものとし、本社債と一体を

なす新株予約権も無償にて消却するものとする。 

④ 満期償還 

2008年11月26日(償還期限)に本社債額面金額の100％を償還する。 

(9) 本新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

転換価額(調整または修正された場合は調整または修正後の転換価額)から資本に組入れ

る額を減じた額とする。資本に組入れる額は、転換価額(ただし、上記(4)の③または④

によって調整または修正された場合は調整または修正後の転換価額)に0.5を乗じた金額

とし、計算の結果１円未満の端数が生ずる場合はその端数を切上げた額とする。 

(10) 本新株予約権の行使により発行した株式の配当起算日 

本新株予約権の行使により交付する株式に関する利益配当金または中間配当金(商法第

293条ノ５による金銭の分配)は、本新株予約権行使の効力発生日の属する配当計算期間

(現在３月31日及び９月30日に終了する各６ヵ月間の期間をいう。)の初めに本新株予約

権の行使の効力が発生したものとみなして、これを支払う。 

(11) 代用払込に関する事項 

商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号により、本新株予約権を行使したときは、本

社債の全額の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の

払込があったものとみなす。 

10 募集方法 特定海外投資家による個別買取引受けによる海外市場におけ

る私募

11 担保または保証 なし

12 引受人の概要

名称 Brave Hero Development Limited

本店所在地 Trustnet Chambers,P.0.Box 3444,Road 

Town,Tortla,British Virgin Islands

代表者の役職・氏名 Director :Chan Nga Yee

資本の額 １USドル

主な事業内容 投資業

当社との関係 該当ありません。

13 本新株予約権の譲渡 該当事項なし

14 本社債発行による手取資金の額及び使途

① 手取資金の額

発行総額 500,000,000円

発行諸費用概算額  70,000,000円

手取概算額 430,000,000円

② 手取資金の使途 運転資金に充当する。



15 当該有価証券を上場しようとする場合における当該証券取引所の名称 

該当事項なし 

16 その他の事項 

① 応募額が発行総額に達しないときは、応募額をもって本社債の総額とする。 

② 上記を除き、本社債発行については代表取締役社長に一任する。 

③ 提出日現在の当社の資本の額及び発行済株式総数 

 
(注) 社債発行結果 

 
※取締役会決議内容と異なるところのみ記載しております。 

  

２ 平成16年６月21日開催の第40回定時株主総会の決議に基づき、次のとおり株式併合を行っており

ます。 

(1) 平成16年10月１日をもって普通株式10株を１株に併合し、１単元の株式数を1,000株から100株

に変更しました。 

① 併合後の株式数 

普通株式 15,857,042株 

② 併合方法 

平成16年９月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を、10株

を１株に併合します。 

(2) 株券提出最終期日 

平成16年９月30日 

当該株式併合が前期首に行われたと仮定した場合の前中間会計期間及び前事業年度における１

株当たり情報並びに当期首に行われたと仮定した場合の当中間会計期間における１株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。 

 
  

資本の額 2,998,306,116円

発行済株式総数 15,857,042株

本報告書提出日現在の総株主の議決権個数 158,570個

発行価額(払込額) 350,000,000円

発行する新株予約権の総数 35個

本社債発行による手取資金の額及び使途

① 手取資金の額

発行総額 350,000,000円

発行諸費用概算額 50,000,000円

手取概算額 300,000,000円

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額
249.76円

１株当たり純資産額
△2.30円

１株当たり純資産額
167.09円

１株当たり中間純損失金額
△267.32円

１株当たり中間純損失金額
△197.52円

１株当たり当期純損失金額
△291.97円

潜在株式調整後１株当たり中間
純損失金額

―円

潜在株式調整後１株当たり中間
純損失金額

―円

潜在株式調整後１株当たり当期
純損失金額

―円



当中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

１． 当社は平成17年11月29日開催の取締役会により、株式会社ＨＷジャパンの株式を取得し、子会

社化することを決議しました。当該株式取得の概要は、連結財務諸表の重要な後発事象に記載の

とおりであります。 

  

２． 当社は、平成17年12月25日開催の取締役会の決議により、株式会社ＦＧＦと業務提携契約を締

結いたしました。当該業務提携契約の概要は、連結財務諸表の重要な後発事象に記載のとおりで

あります。 

  

３． 当社は、平成17年12月25日開催の取締役会の決議によりMILLENNIUM INVESTMENT株式会社を設立

することにいたしました。当該新規事業開始の概要は、連結財務諸表の重要な後発事象に記載の

とおりであります。 

  

４． 当社は平成17年10月１日から平成17年12月21日までに新株予約権の行使を受けました。当該新

株予約権の行使の概要は、連結財務諸表の重要な後発事象に記載のとおりであります。 

  

  

  

  

  

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１．当社は、平成17年４月７日をもって、BAU BIO INTERNATIONAL株式会社を設立いたしました。平成

17年６月29日現在の会社の概要は以下のとおりであります。 

 
  

２．当社は、株式会社無添加住宅より平成17年６月９日付け書面で代理店契約解除の通告を受けてお

ります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(2) 【その他】 

①事業内容 建築資材の販売並びに輸出入

②資本金 60,000千円

③発行済株式数 600千株

④議決権比率 34.2%

⑤所在地 東京都港区赤坂一丁目11番36号

⑥代表者 髙橋 誠



平成17年3月に、当社の業務縮小に伴い人員整理を行なった後、元当社従業員2名により解雇を不服と

して平成17年6月大阪地方裁判所に損害賠償請求の訴えが提起され、現在審理中であります。(当社に対

する損害賠償請求金額は122百万円であります） 

  

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 (第41期) (自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 平成17年６月30日近畿財務局長に提出 

(2) 有価証券届出書(第三者割当増資)及びその添付書類 

    平成17年８月５日近畿財務局長に提出 

(3) 有価証券届出書(新株予約権の発行)及びその添付書類 

    平成17年８月５日近畿財務局長に提出 

  



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成16年12月27日

株式会社千年の杜 

取締役会 御中 

 

   

   

  
当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ている株式会社千年の杜の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間
(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、
中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行
った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務
諸表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、下記事項を除き我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監
査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法
人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい
る。 
  

記 
継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間における住宅販売が新築及びリ
フォームとも不振が続き、売上高は1,134,746千円と前中間連結会計期間2,369,676千円に比べ大幅に減少
し、前連結会計年度882,190千円、当中間連結会計期間633,333千円と連続して重要な営業損失を計上した。
それに伴い、営業活動によるキャッシュ・フローも前連結会計年度1,487,561千円、当中間連結会計期間
939,529千円と連続して大幅なマイナスとなり、恒常的な資金不足に陥っている。また、平成16年11月29日
を払込期日とする５億円の円建無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を計画したが、最終的な払込は３
億５千万円にとどまった結果、運転資金が不足し営業債務の支払遅延及び借入金の返済条項の不履行が懸念
される状況になっている。さらに、余剰人員の削減等の事業改革、不採算事業の整理、現物出資による含み
損の実現等を行った結果、中間純損失2,987,857千円を計上し、現時点では50,079千円の債務超過となって
おり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載
されているが、追加資金調達の実行可能性については明らかでない。中間連結財務諸表は当該注記に記載さ
れた追加資金調達も含めた資金調達が実行され、かつ、無添加木造住宅事業が軌道に乗るという前提のも
と、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映して
いない。 
  
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、上記事項の中間連結財務諸表に与える影響を除き、我が国に
おいて一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社千年の杜及び連結子
会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成16年４月１日
から平成16年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している
ものと認める。 
  
追記情報 
１ 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成16年11月29日を払込期日とする５億円の円建無
担保転換社債型新株予約権付社債の発行を計画したが、最終的には３億５千万円にとどまった。 

２ 追加情報に記載されているとおり、書損処理をした手形用紙３枚を紛失しており、平成16年12月21日
付で公示催告の申立を行っている。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

さくら萌和監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  榎     卓  生  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  井  年 志 子  ㊞

(注記文) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出
会社が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成17年12月21日

株式会社千年の杜 

取締役会 御中 

 

 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社千年の杜の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行っ

た。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は、分析的手

続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監

査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表

の作成基準に準拠して、株式会社千年の杜及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は主力の注文住宅の受注低迷により、連続して大幅な

営業損失及び営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上している状況にあり、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財

務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映

していない。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

監査法人 ナカチ

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  安  藤  算 浩  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  平  田    卓  ㊞

(注記文) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出

会社が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成16年12月27日

株式会社千年の杜 

取締役会 御中 

 

   

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ている株式会社千年の杜の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第41期事業年度の中間会計期間
(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損
益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独
立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、下記事項を除き我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断
を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析
的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中
間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
  

記 
継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当中間会計期間における住宅販売が新築及びリフォ
ームとも不振が続き、売上高は1,134,746千円と前中間会計期間2,369,401千円に比べ大幅に減少し、前事業
年度875,603千円、当中間会計期間619,010千円と連続して重要な営業損失を計上した。それに伴い、営業活
動によるキャッシュ・フローも前事業年度1,479,072千円、当中間会計期間919,723千円と連続して大幅なマ
イナスとなり、恒常的な資金不足に陥っている。また、平成16年11月29日を払込期日とする５億円の円建無
担保転換社債型新株予約権付社債の発行を計画したが、最終的な払込は３億５千万円にとどまった結果、運
転資金が不足し営業債務の支払遅延及び借入金の返済条項の不履行が懸念される状況になっている。さら
に、余剰人員の削減等の事業改革、不採算事業の整理、現物出資による含み損の実現等を行った結果、中間
純損失2,973,367千円を計上し、現時点では36,542千円の債務超過となっており、継続企業の前提に関する
重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されているが、追加資金調達の
実行可能性については明らかでない。中間財務諸表は当該注記に記載された追加資金調達も含めた資金調達
が実行され、かつ、無添加木造住宅事業が軌道に乗るという前提のもと、継続企業を前提として作成されて
おり、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。 
  
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、上記事項の中間財務諸表に与える影響を除き、我が国において一
般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社千年の杜の平成16年９月30日現在
の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成
績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 
１ 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成16年11月29日を払込期日とする５億円の円建無
担保転換社債型新株予約権付社債の発行を計画したが、最終的には３億５千万円にとどまった。 

２ 追加情報に記載されているとおり、書損処理をした手形用紙３枚を紛失しており、平成16年12月21日
付で公示催告の申立を行っている。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

さくら萌和監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  榎     卓  生  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  松  井  年 志 子  ㊞

(注記文) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出
会社が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成17年12月21日

株式会社千年の杜 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社千年の杜の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第42期事業年度の中間会計期間（平成

17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は、分析的手続等を中

心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果

として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社千年の杜の平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は主力の注文住宅の受注低迷により、連続して大幅な

営業損失及び営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上している状況にあり、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸

表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していな

い。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

                                 以上

  

 

監査法人 ナカチ

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  安  藤  算 浩  ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  平  田    卓  ㊞

(注記文) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出

会社が別途保管しております。
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